
別記様式第２号の２（第３条の２関係）

（表）

番 号 第 号駐 車 禁 止
除 外 指 定 車

発 行 日 年 月 日時間制限駐車区間

歩 行 困 難 者 使 用 中

この標章の交付を受けた本人が現に使用中の車両に限る

別 紙 の と お り運転者の連絡先／用務先

有 効 期 限 年 月 日まで

公 安 委 員 会 印□



指定・法定の駐停車禁止場所（道路交通法第４４条第１項）

５ｍ以内

５ｍ以内

道路の曲がり角から５メートル以内

の部分4

駐停車禁止の標識がある場所1 交差点、およびその側端から５メ

ートル以内の部分

５ｍ以内

５ｍ以内

５ｍ以内 ５ｍ以内

2

横断歩道または自転車横断帯、

およびそれらの前後の側端から

それぞれ前後に５メートル以内

の部分

５ｍ以内５ｍ以内

3



指定・法定の駐停車禁止場所（道路交通法第４４条）

１０ｍ以内

１０ｍ以内

安全地帯の左側の部分、および

その前後の側端からそれぞれ前

後に１０メートル以内の部分

5 バス、路面電車の停留所の標示

板（標示柱）の位置から１０メート

ル以内の部分（運行時間中に限

る）

１０ｍ以内

6

軌道敷内7

１０ｍ以内

１０ｍ以内

踏切及びその前後の側端からそ

れぞれ前後に１０メートル以内の

部分

8

指定・法定の駐停車禁止場所（道路交通法第４４条第１項）



坂の頂上付近又は勾配の急な坂10トンネル9

法定の駐車禁止場所（道路交通法第４５条）

無余地場所駐車となる場所1

駐車した時に車両の右側の道路上に３．５ｍ以上
の余地がとれない場所は駐車できません。

指定・法定の駐停車禁止場所（道路交通法第４４条第１項）

３．５ｍ未満

前 後
３．５ｍ未満

前 後



法定の駐車禁止場所（道路交通法第４５条）

３ｍ以内

出入口

車庫などの自動車用出入口から３

メートル以内の部分
2 道路工事区域の側端から５メー

トル以内の部分

５ｍ以内

５ｍ以内

５ｍ以内

５ｍ以内

3

消防用機械器具の置場、消防用

防火水槽の側端又はその出入

口から５メートル以内の部分

５ｍ以内

出入口

5

消防用防火水槽など

５ｍ以内

消火栓、指定消防水利の標識の

位置、消防用防火水槽の吸水口・

吸管投入孔から５メートル以内の

部分

4



停車及び駐車の方法により違反となる場所（道路交通法第４７条）

左側端に沿わない駐車（右側駐車、歩道上、斜め駐車）

前後

2

右側駐車歩道上
斜め駐車

路側帯設置場所で法定方法に従わない駐車1
※ 路側帯とは、歩行者の通行のためのスペースを確保するため、歩道のない道路に道路

標示（白線）によって区画された部分になります。

路側帯の幅が0.75ｍを超える

場合は、その路側帯に入り、左

側に0.75ｍの余地をとって駐車し

なければなりません。

５ｍ以内

５ｍ以内

路側帯

0.75ｍ以下

５ｍ以内

路側帯

0.75ｍ超

0.75ｍ

0.75ｍ未満

５ｍ以内

路側帯

0.75ｍ超

0.75ｍ以上
路側帯標示に
沿った駐車

路側帯標示

に沿わない
駐車

路側帯に車両全部が入っても

左側0.75ｍを超える余地がある

場合は、路側帯標示に沿って平

行に駐車しなければなりませ

ん。

路側帯の幅が0.75ｍ以下の場

合は、路側帯を避け、車道の左

側端に沿って駐車しなければな

りません。



保管場所として道路の使用の禁止等
（自動車の保管場所の確保等に関する法律第１１条）

時間制限駐車区間（道路交通法第４９条の３）

時間制限駐車区間（例：午前８時から午後８時まで）における枠外駐車

上図の場合、午前８時から午後８時までは、枠内の駐車に限
り駐車可能です。
枠外や枠内からはみ出して止めた場合は、駐車違反となりま
す。

高速道路及び自動車専用道路（道路交通法第７５条の８）

高速道路及び自動車専用道路では、警察官の命令又は危険防止のため
一時停止する場合、定められた駐車場で駐車や停車をする場合及び故障な
どの理由で十分な幅員がある路肩、路側帯に駐車や停車をする場合を除き、
駐車も停車もできません。

① 道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはいけません。
② 道路上の同一の場所に引き続き１２時間以上駐車してはいけません。
③ 夜間（日没時から日出時までの時間）に道路上の同一の場所に引き続
き８時間以上駐車してはいけません。


